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はじめに

　日本における協同的な学びに関する研究は、1910
年代の及川による小集団を活用した学習指導法である
「分団式動的教育法」1）から始まる。その後、1960年代
に、塩田、阿部が、フィリップス（Phillips, B.N.）のバ
ズ・セッションを教育実践に応用した「バズ学習方式」
2）を考案した。それ以降、これらの学習指導法が注目
され、2004年に日本協同教育学会（JASCE）が設立さ
れるに至った。しかし、杉江が「集団の仲間全員が高
まることをメンバー全員の目標とすることを基礎に置
いた実践すべてが協同学習である」3）と述べているよ
うに、日本では理論化された協同的な学びの実践が展
開されていなかった。そして、これが協同的な学びを
あいまいにしている原因であると考えられた。そのた
め、協同的な学びを理論化したアメリカの学習指導法
から学ぶ必要があったのである。
　そこで、近年、我が国では、主にアメリカのジョン
ソン兄弟（Johnson, D.W. & Johnson, R.T.）によって開
発された協力学習法（Learning Together）4）から協同的
な学びの理論を取り入れてきたのである。なぜなら、
R.サルヴァン（Slavin）がこの学習指導法は「最も純
粋な協同学習」5）と述べていること、そして、この学
習法が日本の協同学習の展開の仕方に最も近いと考え
られたことがその理由である。そのため、この理論は
日本協同教育学会が推奨する指導法の一つとなってい
る。このアメリカの協力学習法の理論をもとに、日本
では、教科学習だけでなく、学級活動、授業中の短期
的なグループ活動において協同的な学びの教育実践が

行われてきた。ただ、管見によれば、これまで生活科
と総合的な学習の時間（以下、総合的な学習と称す）
に、このアメリカの理論を応用した研究や実践は行わ
れてきていない。しかし、子どもの思いや願いから授
業を出発させ、それを実現するために他者とかかわり
ながら探究的に学びを進めていくことのできる生活科
と総合的な学習にこそ、この協力学習法の理論を応用
できる可能性が豊かに存在する。また、それによって、
生活科と総合的な学習における子どもの学びの質をよ
り高めることができるであろう。
　そこで、本稿ではアメリカの協力学習法の理論につ
いて検討するとともに、生活科と総合的な学習の特質
を活かしながら、この理論をいかにして応用できるの
か、その可能性について考察する。それにより、グルー
プを組織すれば成立するだろうと安易に考えられてい
る協同的な学びを授業実践で有効に機能させることが
できるだけでなく、「学習活動が体験だけで終わって
いる」、「適切な指導が行われず教育効果が十分に上
がっていない」6）といった生活科および総合的な学習
の課題を克服する手立てにもなると思われる。
　そのために本稿では、まず第1節において、ジョン
ソン兄弟の協力学習法について検討し、その基本的構
成要素について述べる。第2節では、日本の生活科と
総合的な学習において協同的な学びがどう位置づけら
れているのかについて明らかにしていく。第3節では、
アメリカの協力学習法と日本の生活科および総合的な
学習における協同的な学びとの相違、そして、この理
論を日本の生活科と総合的な学習における協同的な学
びにどう生かすことができるのか、その可能性を生活
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科と総合的な学習の授業実践記録の分析と考察を通し
て検討する。第4節では、アメリカの協力学習法の理論
を生活科と総合的な学習に取り入れることによって、
これらの授業実践をどのように改善することができる
のかについて明らかにする。

1．協同的な学びに関する理論的研究

1.1. 協同的な学びとは
　協同的な学びへの関心は、近年では日本よりも海外
の方が高い。しかし、アメリカにおいても、サリヴァ
ンが「協同学習を動かす『エンジン』は常に同じ、共
通の目標に向かって学ぶ異質集団だが、他の側面のほ
とんどすべてにわたってそれぞれの方法は異なってい
る」7）と指摘しているように、様々な協同的な学びが
あってよいとされており、各学習指導法によって定義
はあいまいである。それゆえ、以下、本稿ではジョン
ソン兄弟の定義と解釈を参考にする。
　ジョンソン兄弟は、協同的な学びを、「自分自身と他
の学友たちの学びを最大にするために、小グループを
使って一緒に勉強させる学習指導法」８）と定義してい
る。協同的な学びでは、共通する目標を達成するため
にグループの仲間と一緒に取り組む。また、個人は、
自分のためになる成果と同時に、グループの仲間全員
のためにもなるような成果を追求する。その結果、グ
ループの誰かの努力が仲間全員によい効果を与えた
り、すべての仲間は運命を共有していることを認識し
たりする。こうした意識で課題に取り組むことが、課
題の達成度の向上、仲間同士の積極的なかかわりの促
進、自尊感情の高まりなど様々な面において有効であ
ることが多くの研究結果から分かっている。また、上
述の項目は、個別で学ぶよりも協同的に学んだほうが
高い割合で向上する。これらの研究結果から協同的な
学びが注目され、日本でも研究が進められているので
ある。

1.2. アメリカの協力学習法における基本的構成要素
　協力学習法を構成する要素には5つ9）あり、これら
を踏まえることで、協同的な学びは効果的に機能する
と言われている。
（1）相互的協力関係
　これは、「ひとりはみんなのために、みんなはひと
りのために」といった気持ちを子どもたちがもつこと
である。課題を達成するためには自分の努力とグルー
プの努力をうまく調整しなければならない。そのよう
な関係をつくることで、子どもたちがグループの仲間
と互いにつながるようになるのである。この関係を子
どもたちが理解することによって、（a）課題達成のた
めには一人ひとりの努力が必須であり、グループの成
功に不可欠であること、（b）各メンバーは自分の役割

をしっかり果たし、グループ作業に対する独自の貢献
が求められること、この二つが明確になる。なお、相
互的協力関係をつくるための教師の役割としては、グ
ループに対して明瞭で、達成度を測定できる共通の課
題を割り当て、自分たちが何をすべきかを熟知させる
こと、相互に依存するような教材を工夫すること（グ
ループに教具を一つだけ与える、グループのメンバー
に別々の資料を与え、それを統合させる）などがある。
（2）対面的―積極的相互作用
　協同的な学びでは、子どもたち同士が顔をつき合わ
せて行う相互活動が重要である。活発な相互交流の中
で情報を共有するとともに、助けあい、支え合い、励
まし合い、お互いの学びへの貢献をたたえあう。それ
が互いの学習と課題の達成を促進していく。そのため
の教師の配慮としては、グループのメンバーで集まっ
て話し合う機会を設けること、課題達成のためにはメ
ンバーが一緒になって取り組むことが必要であると強
調すること、グループの活動を観察し、適切な行動を
ほめるなどしてメンバー間の相互作用を促進させるこ
となどが挙げられる。
（3）個人の責任
　一人ひとりのメンバーは割り当てられた仕事に責任
を持つ必要がある。グループ内の他のメンバーの成果
に、「ただ乗り」する子どもがいてはならない。グルー
プ内の一人ひとりが役割を果たすことによって、協同
的な学びが成立するのである。そして、メンバー一人
ひとりが強い個人として成長した時、メンバーは協同
する重要性を理解し、今後も協同して取り組むように
なるのである。個人の責任を生じさせるためには、任
意に選んだ子どもの成果をグループの成果とする、個
人の責任を大きくするためできるだけグループの人数
を少なくする、それぞれのグループに一人、チェック
係を割り当てるといった工夫が教師には求められる。
（4）協同の技能
　協同グループを生産的なものにするためには、子ど
もたちに質の高い協力をするのに必要な社会的技能を
教えなくてはならない。協同的な学習グループでは、
教科内容の学習（タスクワーク）と、グループの一員
として貢献するために求められる対人的技能とスモー
ル・グループの技能（チームワーク）を学ぶことが必
要とされるが、協同の技能はチームワークにあたる。
チームワークの例には、対立が生じた際に相手の意見
を受け入れ、前向きに解決する方法や、正確で明確に
相手に伝えるためのコミュニケーションの仕方などが
ある。そうした技能を教えることでグループが上手く
機能するようになる。注意点としては、技能を教える
時期は、子どもたちがそれを必要としている時だとい
うことである。必要としていないのに教師が何もかも
を解決してしまうと、子どもが仲間と協力して困難を
乗り越える機会を失ってしまう。そのため、教師は教
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える時期を見極め、必要だと感じた時に子どもたちに
その技能の必要性を理解させることが重要である。
（5）改善の手続き
　グループで一定の課題を解決した後、自分たちはど
の程度うまく目標を達成し、グループがどの程度上手
く機能したかを評価しあう。ここでは、課題解決に向
けて何が進歩し、何を改善すべきかだけでなく、グ
ループがどれほど効果的に機能したかに関することも
話し合うことが求められる。こうした振り返りの時間
を設けることが、グループの課題を達成するためのメ
ンバーの貢献をより明確なものにし、より効果のある
ものにしていくのである。そのために教師の配慮とし
て必要なことは、各グループとそのメンバーに振り返
りのためのフィードバックを与えることである。教師
は活動中のグループの観察結果を記述したものを与
え、メンバーはそのチェックリストの結果から、継続
すべき、改善すべき行動を話し合う。グループ外から
の客観的なデータがあることで、グループのメンバー
だけでは得られない指摘を受けることができ、より効
果的に話し合うことができるのである10）。
　以上、協力学習法における5つの基本的構成要素に
ついて述べてきたが、この中で最も重要となるのは、
（1）相互的協力関係である。これを核として協同的な
学びは行われていく。右図はそれを示したものであ
る。（図1）から、相互的協力関係はその他4つの要素と
互いに影響し合っていることがわかる。逆に言えば、
相互的協力関係を子どもたちの中で構築することがで
きなければ、協同的な学びは成立しないといっても過
言ではない。以下、基本的構成要素の相互関係につい
て具体的に述べていく。
　まず、（1）相互的協力関係と（2）対面的―積極的
相互作用との関係についてである。チームは別々の個
人から構成されているが、それぞれがチームの一員で
あるといった意識をチーム内で高めることによって、
メンバーは情動的な結びつきを強め、互いに尊敬し合
い、励まし合うようになる。そして、課題を達成した
時、自分自身の達成だけでなく、メンバーの達成にも
喜びと誇りをもつようになる。ここから両者が関係し
合っていることがわかる。
　次に、（1）と（3）個人の責任についてである。相互
的協力関係が確実に形成されればされるほど、グルー
プの目標達成には、一人ひとりの責任が大切だという
ことが強く認識されるようになる。その一方で、自分
の責任をしっかり果たすことにより、仲間の達成度が
気になり、課題達成のために仲間とのつながりをより
大切にしようとするはずである。ここでも、両者の相
互関係と相互作用が見られる。
　さらに、（1）と（4）協同の技能との関係でも両要
素が影響を及ぼし合うことがわかる。仲間と協同して
課題を達成する場合、個々のメンバーの思いの強さか

ら途中で対立が生じてしまうことがある。その時、仲
間同士の仲が悪くなるのではなく、メンバーそれぞれ
が仲間と円滑に協同するための社会的技能を身に付け 
ようとするならば、相互的協力関係が促進される。そ
して、協同したいという思いが強ければ強いほど、「そ
の仲間と課題を達成するんだ」という思いも高まる。
それゆえ、社会的技能が身に付いてくればくるほど、
メンバー間のより強い結びつきの構築につながるとと
もに、課題達成度も高いものになる。
　最後に、（1）と（5）改善の手続きとの関係である。
共通の課題の達成に気を配れば配るほど、お互いのこ
とが気になり、対立が起こりやすくなることは上で述
べた通りである。そこで、グループの今の状況を見つ
め直す機会が必要になるのである。また、改善の手続
きにおいて、今のまま継続していくこと、今後改善し
ていくことが明らかになることにより、ここで再び意
識を新たにして、もう一度協同して取り組もうという
意欲を高めることができる。それだけでなく、振り返
りの場では、協同の成果が他者から認められることも
あるため、グループのメンバー同士で賞賛し合うこと
が、「協同することって楽しい」といった満足感につな
がり、次も協同して取り組みたいという意欲を高める
ことにつながるはずである。

2．�日本の生活科・総合的な学習における協同的
な学び

2.1. 生活科における協同的な学びの位置づけ
　では、日本の生活科において、協同的な学びはどの
ように位置づけられているのだろうか。『小学校学習
指導要領解説 生活編（200８）』によると、「生活科を学
習する低学年の児童は、個別の学習活動から協同的な

（2）対面的―
積極的
相互作用

（3）個人
の責任

（5）改善の
手続き

(1）相互的協力関係

（4）協同の
技能

図1　基本的構成要素の相関図11）
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学習活動ができるようになる発達の時期にいる。〔中
略〕協同的な学習活動による体験は、互いの思いや願
いを尊重しつつ活動の方向を決め、活動を創り出して
いくという体験であり、一人一人の児童が社会性を高
めていく上で大切な体験である。」12）と明記されてい
る。個人で活動する段階から、他者と協同して活動す
るようになる発達段階の途上にある低学年おいて、協
同的な学びを効果的に取り入れることは重要であるこ
とがこのことから明らかであろう。また、協同的な学
びを効果的に取り入れるための注意点について、「一
人一人に即して個別性と協同性の両面にわたる観点か
ら児童の実態を的確に把握し、個々の児童に対応した
指導ができるようにすることが大切である。」13）と述べ
られている。一人一人の児童がこれまでどのような自
然に触れたことがあるか、どのような動植物を飼育し
たことがあるか、集団で活動することを経験したこと
があるかといったことを教師が的確に把握することに
より、どのように協同的な学びを単元構想や授業で展
開していけばよいかを考えることにつながる。生活科
における協同的な学びをする際にも、児童一人一人の
思いや願いを把握することが必要不可欠であることが
わかる。
　以上のことから、生活科において協同的な学びは、
低学年の児童の発達段階に沿ったものであり、彼らが
社会性を身に付けていく上で重要なものとして位置づ
けられているのである。

2.2. 総合的な学習における協同的な学びの位置づけ
　次に総合的な学習における位置づけについてであ
る。平成20年の小学校学習指導要領の改訂により、総
合的な学習の目標において、「（前略）問題の解決や探
究活動に主体的、創造的、協同的に取り組む態度を
育て、自己の生き方を考えることができるようにす
る。」14）と明記された。これは、今まで以上に協同的に
取り組む態度を育んでいく必要があることの表れであ
る。
　また、指導計画の作成と内容の取扱いにおいて、「問
題の解決や探究活動の過程においては、他者と協同し
て問題を解決しようとする学習活動（中略）が行われ
るようにすること。」15）と示された。なぜなら、問題に
対する多様な情報をそれぞれの児童が入手し、情報交
換しながら話し合ったり考えたりすることで、自分に
はなかった新しい視点を得られたり、他者と協同する
ことで相手を尊重し、仲間意識を生み出すことができ
たり、集団の中での自分の役割を自覚できたりするか
らである。こうした他者との積極的な交流が質の高い
学習活動を保障し実現することにつながるのである。
　なお、ここでいう他者とは、共に学習を進めていく
グループのメンバーだけにとどまらない。学級全体や
学校全体、地域の人々や専門家も含まれるのである。

このような多様な考え方をもった人々を巻き込んで学
習活動を進めていくことが、児童の学習の質を高める
だけでなく、探究的な学びを実現することにもつなが
るのである。
　ここまで、生活科と総合的な学習における協同的な
学びについて述べてきた。これら2つを検討していく
際どうしても考えなければならないのは、発達段階の
違いである。発達段階の違いによって学習活動の進
め方は異なる。生活科は小学校低学年に設けられてい
る教科である。自分から他者へと意識が移り始める
過渡期にあるこの年齢の子どもたちの発達段階を考慮
に入れると、学級全体、学校全体を巻き込んで学習を
進めることはあっても、子どもたちが主体的により幅
広く、地域の人々、専門家などを巻き込んで学習活動
を進めていくことはなかなか難しいのではないだろう
か。よって、多様な考え方をもった人々を幅広く巻き
込んで取り組むことができるのは、小学校中・高学年
に設けられた総合的な学習においてであろう。

2.3. 生活科と総合的な学習の協同的な学びの実践例
　では、生活科と総合的な学習では、具体的にどのよ
うな協同的な学びが行われているのだろうか。それを
端的に表しているのが徳島県阿波市立市場小学校の藤
本勇二教諭（2009）の実践である16）。彼の実践は日本
の生活科と総合的な学習における協同的な学びの特質
が顕著に示されているため、本稿の分析と考察の対象
として適していると思われる。
　藤本は、小学4年生の総合的な学習において、
「きゅーきょくの桜もちを作ろう」という実践を通
して協同的な学びを展開していった。子どもたちが
「きゅーきょくの桜もち」を作るという共通目標を
もち、お世話になった方にもてなすのである。その
ために、子どもたちは一人ひとりが自分にとっての
「きゅーきょく」の意味を考えながら学習を進め、その
過程で多様な考えをもった他者との協同的な学びを展
開していった。
　桜もちを作った後、「桜もちの皮を染めるのに食紅
を使ったけど、あんなに色がついて大丈夫なのかな」
という疑問が子どもたちの中で生まれた。そこから、
食紅や着色料のことが話題になり、きゅーきょくの桜
もちをつくるために安全性に不安のある食紅を使うの
かどうかを追求していった。食紅の安全性の問題に
ついて話し合う中で、「安全性に問題はない」「安全性
に問題はある」というどちらの情報も存在することが
わかり、どう判断すべきか選択に行き詰ることがあっ
た。そこで、子どもたちは学校栄養士から話を聞き、安
全性についてもう一度子どもたちで話し合った。その
過程から、できるだけ食紅を使わず、自然の着色料を
使おうと考えるようになった。また、学校栄養士の食
に対する真摯な姿を見て、子どもたちもより一層食紅
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を使うかどうかを真剣に考えるようになっていった。
学校栄養士とのかかわりを終え、自然の着色料を使お
うと、小豆や梅酢など、様々なものを用いて着色を試
みた。しかし、自然の着色料は2、3日すると腐って
しまうことが製作の段階でわかり、次第に食紅を肯定
する立場の人が増え始めた。食紅を使うべきかどうか
の答えが出ず、子どもたちの探究が進まなくなってい
たその時に、今度は手紙という通信手段を介して、製
菓会社、桜もちを作っているお店や食紅の製造会社と
いった多様な立場の人から話を伺った。こういった多
様な他者から情報を入手したことで、立場の違う多様
なものの見方、考え方があることがわかった。そのよ
うな多方面からの情報を踏まえた上で、最終的に自分
たちで答えを出そうとするのだが、食紅を使うと主張
する側、使わないと主張する側に意見が分かれ、どう
しても最終的な決定ができない。そこで、学校栄養士
の知り合いであり、子どもたちと共に暮らしている地
域の生活者である、地域の和菓子職人に判断を委ねた
のである。最終的に、子どもたちが自然の食材から色
を出したものが地域の和菓子職人に認められ、自分た
ちがお世話になった人をもてなす桜もちには手作りの
ものを出したいということから、自然の着色料を用い
た桜もちを作ることに決定していった。
　この実践で藤本は、協同的な学びの対象と価値につ
いて述べている。まず、協同する対象については、学
級の仲間に限らず、保護者や地域の人、専門家など、
学習活動にかかわるあらゆる他者に範囲を広げること
が重要であるということだ。その際、価値観を共有す
る仲間だけでなく、異なる立場の人々からも情報を収
集することが大切である。上で述べた実践で言う他者
とは、学級の仲間だけでなく、学校栄養士、製菓会社、
桜もちを作っているお店、製造会社、そして地域の和
菓子職人である。そうした多様な立場の他者とかかわ
ることで、自分にはなかった視点を得ることができた
り、事象に対する見方や考え方を深めることができた
りするのである。この点は、上で述べた、総合的な学
習について小学校学習指導要領が明示している、より
多様な考え方をもった人を巻き込んで学習活動を行う
というところに一致している。
　次に協同的な学びの価値についてである。藤本は協
同的な学びにおいて重要なことを2点17）示しているが、
そのうちの1つに、学習活動のパートナーとしての仲
間意識を生み出すことがある。多様な他者とかかわる
ことで、子どもたちは他者の考え方を自己の考え方
と重ね合わせ、他者の良さを発見するとともに、自己
のよさも発見する。この場面は藤本実践の、学校栄養
士が真剣に食に関わっている姿を見て、子どもたちが
食紅を使うべきかどうかをより深く考えるようになっ
たという姿が当てはまる。学校栄養士の食にかかわる
生き方を、自分の生き方に重ねることで、学校栄養士

のよさを発見し、自分の生き方を見つめ直したと考え
る。また、仲間意識という点では、食紅を使うかどう
かの最終的な判断を地域の和菓子職人に委ねたという
ところが当てはまる。ずっと悩み続けたテーマの最終
的な結論を自分たちで決めず、他者に委ねたというこ
とは、和菓子職人を、単に多くの情報をもっている人
としてとらえるのではなく、同じ課題をもつ協同的な
学びのパートナーとしてみなしたからだと考える。な
お、この価値も総合的な学習で重視する点の、相手を
尊重し、仲間意識を生み出すことという部分と重な
る。
　ここまで、生活科と総合的な学習における協同的な
学びについて考察してきた。次節では、アメリカにお
ける協力学習法と日本の生活科と総合的な学習におけ
る協同的な学びがどう違うのか、また、上で述べた協
力学習法における基本的構成要素を生活科と総合的な
学習における協同的な学びに応用することができるの
か検討していく。

3．�アメリカの協力学習法と生活科・総合的な
学習における協同的な学びの比較検討

3.1. アメリカの協力学習法と生活科と総合的な学習
における協同的な学びの違い
　ここでは、上で述べた藤本実践をもとにアメリカの
協力学習法と生活科および総合的な学習における協同
的な学びの相違について考察する。
　この二つを比較する時、生活科と総合的な学習で
は、協同的な学びをするという目的で学ぶのではな
く、探究すべき課題があり、その過程の中で協同的な
学びが生まれるという点に注目したい。上で述べた協
力学習法の基本的構成要素について考えるとき、アメ
リカの協力学習法は、学習の技能面に重点をおいて協
同的な学びを展開していることがわかる。というの
は、アメリカは多民族国家なため、異なる文化背景を
もった人々と協同していかなければならない。その
ため、学校現場において協同するための社会的技能を
習得することが求められているのである。国際化が進
み、日本にも様々な文化背景をもった人々が住むよう
になったため、協同の技能の必要性は言われている。
しかし、アメリカのものをそのまま取り入れると、生
活科の主旨である、具体的な活動や体験を通して学ぶ
ことに反してしまう。協同の技能を教えることに終始
し、学びの内実、すなわち、関心や意欲や態度、価値あ
る気付き、思考や表現、および、学びの過程がおろそ
かになってしまわないためにも、生活科と総合的な学
習における協同的な学びでは、探究する課題のもとに
協同的な学びを行うということを忘れてはならない。
　また、アメリカでは、協同の技能を学ばせるため、教
師が主導性を発揮して協同的な学びの環境を作ってし
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まっている。子どもたちが協同して活動する際の机の
配置や、グループ内のかかわりを活発にするために、
意図的に教具を人数分与えないといった工夫は確かに
必要だが、教師が主導となって協同的な学びの環境を
設定してしまうと、協同的な学びは成立するが、子ど
もたちは、協同的な学びをやらされているという感じ
を受けるだろう。これでは、グループで協力して課題
を解決していこうという意欲を高めるのは難しい。協
同的な学びを効果的に行うための環境設定は大切だ
が、それに固執して肝心の探究すべき課題や探究の過
程をおろそかにしないことが大切である。
　以上の点から、アメリカの協力学習法と生活科と総
合的な学習における協同的な学びはズレがあり、その
ままアメリカの協力学習法を生活科と総合的な学習に
取り入れることは難しいと考える。

3.2. 生活科と総合的な学習における協同的な学びへ
の応用
　では、アメリカでの協力学習法に関する先行研究の
成果を生活科と総合的な学習における協同的な学びに
応用することはできないのだろうか。上で述べたよう
に、そのまま取り入れることはできないが、アメリカ
の理論から応用すべきことは多くあると考える。
　第1節で述べた図から、相互的協力関係が協同的な
学びの軸となることが明らかになった。この関係を生
活科と総合的な学習における協同的な学びにおいて構
築することで、生活科と総合的な学習でも上述の基本
的構成要素を応用することができるはずである。相互
的協力関係はわかりやすく言い換えると、「協同しな
ければという必要感」である。子どもたちにその協同
する必然性を感じさせることが生活科と総合的な学習
でも大切になってくる。では、どのように子どもたち
に必要感を持たせることができるのだろうか。
　子どもたちに必要感をもたせるという点では、子ど
もたちが協同したくなるような単元を設定することが
重要である。協同しなければ達成できない課題を設定
することで、子どもたちは進んで他者と協同するよう
になるだろう。また、そのような単元の中でならば子
どもたちは切実感をもって取り組んでいくと思われ
る。生活科と総合的な学習において、子どもの思いや
願いに沿った単元を構想し課題を設定することは必要
不可欠である。その課題が子どもにとって一人では解
決できない困難なものほど、仲間と協同しなければと
いった気持ちを育むことができると考える。
　この必要感をもとに協同的な学びについての実践
を行ったのが、広島大学附属小学校の内藤博愛教諭
（2006）である1８）。彼の実践は子どもたちが協同しな
ければならない必要感のある教材を上手く作り出し、
協同的な学びを展開しているという点で優れた実践で
ある。内藤は、小学校2年生の児童を対象に、「秋にア

サガオを育てよう」という活動を通して、子どもたち
が自らの切実感から協同的な学びを進めていくという
実践を行った。内藤は、子どもが学び合いたくなる状
況の一つに、願いの実現にほどよい困難さを感じるこ
とを挙げている。子どもの願いが簡単に実現されてし
まっては、学び合いは生まれず、知恵を出し合おうと
はしないと内藤は考えるからである。そこで、秋にア
サガオを育てるというほどよい困難さを感じる状況を
つくり出し、子どもたちの学び合いを展開した。
　クラスの児童が帰り道で拾ったアサガオの種を植え
たいというところから、秋にアサガオの種を植えたら
どうなるかという単元が始まった。うまく芽がでて、
花が咲くか、不安で仕方がない。だからこそ、子ども
たちはどのようにしたらアサガオが咲くのかを真剣に
話し合い、その中で知恵を出し合ったり、友達の気付
きやアイデアを求め合ったりした。また、少しでも太
陽の光を与えるため、休み時間ごとにアサガオの位置
を変える子どもの姿や、冬の霜からアサガオを守るた
め、天気予報を注意して観たり、帰宅する際は教室に
植木鉢を入れ、ビニールで包んだりする姿も見て取れ
た。これらの姿から、命をつなぐために自分にできる
ことを精一杯しようという気持ちがうかがえる。この
ような友達との話し合いやアサガオとの真剣な関わり
から、最終的にアサガオが一輪の花を咲かせたときに
は、「こんな寒い中、よくぞ花を咲かせたね」と、子
どもたちはクラス全体でアサガオが咲いたことを喜ん
だ。このような感動を味わうことができたのも、友達
と協同しなければ実現しない課題があったからであろ
う。

4．�生活科と総合的な学習における協同的な学び
の基本的構成要素の相互関係

　ここまで、アメリカの協力学習法における基本的構
成要素を生活科と総合的な学習に応用できる可能性に
ついて、アメリカの協力学習法と生活科および総合的
な学習における協同的な学びの相違について検討して
きた。そこから、「協同しなければ」といった必要感を
子どもたちにもたせることができれば、アメリカの基
本的構成要素を生活科と総合的な学習にも応用できる
ということが明らかになった。ここでは生活科と総合
的な学習の協同的な学びにおける基本的構成要素の相
互関係について考察していく。
　アメリカの協力学習法と生活科および総合的な学習
の協同的な学びの相違は、アメリカは技能面を重視し
ている一方、生活科と総合的な学習では、子どもたち
が解決したい探究課題があり、その過程で協同的な
学びが自然に展開されていくといったことは上述した
通りである。よって、生活科と総合的な学習における
協同的な学びにおける基本的構成要素の相互関係を図
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に表わすと右図のように、まず、具体的な活動や体験
を通して、子どもたちが探究課題を解決したいと感じ
ることから始まる。そして、その課題が一人では解決
できないほど困難であれば、子どもたちは協同で解決
しなければならないと実感するはずである。それによ
り、協同の必然性を生み出すことができるであろう。
そして、協同する必然性が子どもたちに生まれれば、
アメリカの協力学習法の基本的構成要素を応用するこ
とが可能である。以下、右図に従い生活科と総合的な
学習における協同的な学びの各要素について述べる。
　（1）協同の必然性とは、内藤実践のように、子ども
たちが適度に困難のある課題をもち、課題を達成しよ
うと仲間同士で助け合う関係のことを指す。この関係
は生活科の協同的な学びでも核となる要素である。
　（2）他者との積極的な交流とは、課題を達成するた
めに積極的に考えを出し合ったり、励まし合ったりす
ることだと考える。具体的な場面だと、藤本実践の、
「きゅーきょくの桜もち」をつくるために、多様な情報
を入手し、食紅使用の是非について真剣に話し合う場
面があげられる。「きゅーきょくの桜もち」でお世話に
なった人をもてなしたいという共通の思いや願いがあ
るからこそ、積極的に情報を集め、課題達成のために
話し合うようになるのである。
　田村、日置（2007）は、体験活動の有用性として4
点指摘している。その中の一つに、「ことばによって
深まる相互の交流活動」を促すということがある。子
どもたちは対象にかかわることに熱中し没頭すると、
そこから得た気付きを他の人に伝えたくなる。その欲
求が他の人との交流活動を促すのである19）。藤本の事
例の場合でも、桜もちをつくる、自然の着色料を作り
出すという体験活動が充実していたからこそ、子ども
たちの相互のかかわりが活発なものになったのであろ
う。なお、生活科では、低学年の子どもの発達段階を
考慮すると、交流活動の中心は学級の仲間や学校内の
児童であることが多い。一方、総合的な学習では、そ
れに加えて、保護者、地域の人々、専門家などとの交
流も積極的に行われる。
　（3）の個人の責任の具体例としては、内藤の実践の、
命をつなぐために自分にできることを精一杯しようと
いう気持ちから、少しでも太陽の光を与えるため、休
み時間ごとにアサガオの位置を変える子どもの姿が挙
げられる。仲間と協同しなければといった気持ちがあ
るからこそ、自分の役割をしっかり果たそうといった
気持ちが生まれるのである。
　（4）協同の技能は、生活科と総合的な学習では避け
られがちな要素である。それは、生活科と総合的な学
習で教師が活動や体験から切り離して技能を教えるこ
とは、その特質に適していないからだ。ただ、子どもが
協同の技能が必要だ、学びたいと感じているならば、
教師は積極的に教えるべきである。例えば、子どもた

ちの中に共通課題はあるが、なかなかうまく達成でき
ず、困っている時などに、教師が役割分担をしたり、
簡単な活動を通して協同の技能を教え解決に導かせた
りするのである。このように、子どもが困っている際
に協同の技能を教えることで、困難を解決でき、協同
的な学びがさらに充実したものになるであろう。
　最後に（5）振り返り活動についてである。これは体
験活動後の意見交流や話し合いといったものを指す。
協同して課題を解決していこうという気持ちがあるか
らこそ、一人ひとりの思いを交流し、みんなで納得し
ながら決めていく必要があるのである。振り返り活動
は、単元終了後だけでなく、単元中に何度か行うこと
で、みんなで解決しようという気持ちをより一層高め
ることができるだろう。また、この活動により、「協同
することって楽しい」といった満足感や、「1人でやる
のもいいけどみんなでやるほうがいい」といった協同
的な学びの有用性に気付くことができる。これらの経
験が次への活動の意欲につながるのである。

おわりに

　ここまで、アメリカの協同的な学びの学習指導法の
一つである、協力学習法の基本的構成要素を明らかに
し、それらを生活科と総合的な学習に応用する可能性
とその方法について考察してきた。応用する際には、
「できそうでできない」、「思わず解決したくなる」と
いうような適度な困難さをもつ教材が大切であるこ
と、その解決の過程で他者と交流する必要感をもつこ
と、また、多様な他者とかかわりあうこと、そのかか

（ 2 ）他者との
積極的な 
交流 

（ 3）個人  
の責任 

（ 5）振り返
り活動 

（ 4）協同の
技能 

（ 1）協同の必然性  

子どもたちが、適度な困難のある探究課
題を解決したいと感じること 

図2　�生活科・総合的な学習における協同的な学びの基本
的構成要素の相関図20）
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わりで肯定的な経験を得ること、子どもの思いや願い
に沿った探究課題となるように単元を構想し授業を展
開することの重要性が明らかになった。こうした適度
な困難をもつ問題的な状況が、子どもたちの優劣を越
えた活発な交流を生み、そこから他者とかかわりあう
ことの楽しさや協同してよかったという満足感を生む
のである。そして、このような経験が次の活動への意
欲につながる。今後は、本研究で明らかになった「協
同する必然性をどう作り出すか」という理論的、実践
的課題に関連して、「問題に基づいた学習」、「探究的な
学習」についての研究を進める予定である。
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